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上記の事項は、法令及び当社定款の規定に基づき、当社ウェブ

サイト（https://www.yskf.jp/ir/kabunusisoukai.html）に掲

載することにより、株主の皆様に提供しております。 



会社の体制及び方針
(1) 業務の適正を確保するための体制

取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務

の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

① 当社及び子会社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

ａ．当社グループ全体に係る「企業倫理規範」を整備し、代表取締役社長が率先垂範するとともに、

繰り返しその精神を役職員に伝えることにより、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提

とすることを徹底しています。

ｂ．代表取締役社長を委員長とし、監査等委員である取締役を含むコンプライアンス委員会を設置し

て、当社グループ全体のコンプライアンス体制に係る規程の改廃及びコンプライアンス体制上の

重要な問題を審議しています。規定されたコンプライアンス体制は、経営統括本部がリスク・コ

ンプライアンス事務局となって運営・管理しています。

ｃ．「企業倫理規範」に則り、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体等に対して、一

切の関係を遮断し不当な要求には断固として拒否しています。

ｄ．法令・定款違反行為が発覚した場合の対応については、リスク・コンプライアンス事務局が速や

かに社内外への対応を行うための規定に基づいて実施し、当該取締役・使用人に対する具体的な

処分については、「就業規則」の定めによって決定しています。

ｅ. 財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制評価の実施基準」に「財務報告に係

る内部統制評価の基本方針」を定め、内部監査室の主導の下、財務報告に係る内部統制が有効に

行われる体制の構築、維持及び向上を図っています。

② 当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

ａ. 当社及び子会社の取締役の職務遂行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存していま

す。当社の取締役及び子会社の取締役と監査役は、常時、これらの文書等を閲覧することが可能

になっています。

ｂ.「情報管理規程」に則って、保存した情報を管理しています。

③ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ａ. 当社グループのリスク管理体制を「リスク・コンプライアンス管理規程」に定め、管理状況をリ

スク管理委員会に報告・運用しています。

ｂ. 品質に係るリスクについては、「クレーム処理規程」に則って品質不良に対する再発防止策の実

施等により管理を行うとともに、ISO9001:2015認証とFSSC22000（Ver.5.1）認証の継続による経

営管理システムの向上を図っています。

ｃ. 災害に係るリスクについては、「緊急対応マニュアル」及び事業所別「災害対応マニュアル」を

制定し、経営統括本部を全社横断的な統括責任部署としています。

ｄ. 情報セキュリティに係るリスクについては、「情報管理規程」「情報システム管理規程」に則り、

人的、技術的、物理的対策を整備するとともに、経営統括本部が全社横断的な統括管理を行って

います。

ｅ. その他のリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則、ガイドラインの制定、研修の実

施、マニュアルの作成・配布等を行っています。新たに生じるリスクについては、当社グループ

内における経営会議にて速やかに対応責任者となる取締役を定め、対処するものとし、緊急を要

する不測の事態が発生した際には、「不祥事件発生時の対応規程」「緊急対応マニュアル」「災害

対応マニュアル」に則って、速やかに全社横断的な対応を実施しています。
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④ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ａ.「職務権限規程」に則り、会社の権限分配・意思決定ルールに基づく効率的な業務を確保してい

ます。

ｂ. 当社及び子会社の取締役を構成員とする経営会議を設置し、月次業績のレビューと改善策の実施

等を審議し、迅速に推進しています。

ｃ．当社の取締役会による中期経営計画の承認、中期経営計画に基づく年次、事業部門毎の業務計画

と予算の設定に基づき、当社の取締役会にて３ヵ月毎に計画の進捗報告を実施しています。

ｄ．ＩＲ担当取締役を設け、適切な適時情報開示とＩＲ説明会の推進により、適正な会社情報の公表

により社内外への理解を得ることを徹底しています。

⑤ その他当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ａ. 当社及びグループ会社における内部統制の構築を目指し、当社にグループ各社全体の内部統制に

関する担当部署を設けるとともに、グループ各社の事業に関して監督する取締役を任命し、定期

的に業況報告を受けています。

ｂ．これらの運用を明文化するために「子会社管理規程」を設け、当社子会社の取締役等からの報告

を受ける体制を確保し、当社子会社を管理運用しています。なお、法令遵守については、グルー

プ全体のコンプライアンス体制にて管理しています。

⑥ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の当社の取締役（監査等

委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項、並びにその使用人に対する指示の実効性

の確保に関する事項

ａ. 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、内部監査室の使用人が兼務し、その使用人と

の適切な連携によって、実効的な監査等委員会監査を補完するものとしています。

ｂ. 当社の監査等委員会は、特定の業務における監査において、代表取締役社長及び当該業務の所管

取締役の承認を得て、内部監査室又は当該部署の職員を指名するとともに、合理的な範囲で監査

業務に必要な事項を命令することができるものとし、当社の監査等委員会より監査業務に必要な

命令を受けた職員は、その命令に関しては代表取締役社長及び当該部署の所管取締役等の指示命

令に優先することを徹底しています。

⑦ 当社及び子会社の取締役及び使用人等が当社の監査等委員会に報告するための体制、その他の当社

の監査等委員会への報告に関する体制

ａ. 当社及び子会社の取締役又は使用人等は、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影

響を及ぼす事案が生じた場合は、速やかに当社の監査等委員会に報告することを徹底していま

す。

ｂ．報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と監査等委員会との協議に

より決定しています。

⑧ 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた

めの体制

当社は、当社の監査等委員会へ報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人等に対し、当該

報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社に周

知徹底しています。
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⑨ 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行

について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員がその職務の執行について当社に対して法令に基づく費用の前払い等の請求

をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員会の

職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じています。

⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ａ. 当社の監査等委員会と代表取締役社長及び各取締役は、必要に応じ、会社が対処すべき課題、会

社をとりまくリスクの他、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意

見を交換しています。

ｂ．監査等委員会は、内部監査室の実施する内部監査の計画について協議に加わることができるもの

とし、内部監査室は、内部監査結果の報告等監査等委員会との連携に努めています。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正

を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

① 内部統制システム全般

当社及びグループ各社の内部統制システム全般の整備・運用状況については、監査等委員及び内

部監査室がモニタリングし、改善を進めております。また、財務報告に係る内部統制について、

内部監査室が主体となって整備・運用評価、有効性の評価を実施しております。

② コンプライアンス

コンプライアンス委員会は原則年４回開催し、コンプライアンス上の問題を防止するための体制

整備等に関して協議を行います。当該委員会にて、社内通報制度であるホットラインやコンプラ

イアンス違反報告の状況等の報告と協議を行っており、また、法令及び定款を遵守するため、グ

ループ各社を含めた全社員に対し、社内研修を行う等、コンプライアンスの実効性向上に努めて

おります。

③ リスク管理体制

リスク管理委員会は原則年４回開催し、発生が予想されるリスク等への対応に関して協議を行い

ます。当該委員会にて優先的に対応するリスクを期初に設定し、対応状況等の報告と協議を行っ

ております。

④ 内部監査

内部監査室が作成した内部監査計画書に基づき、当社及びグループ各社の内部監査を実施してお

ります。また、監査等委員は、取締役会、その他必要に応じて重要な会議に出席し、業務執行の

状況確認を行うとともに、内部監査室や会計監査人との情報交換等を行うことで、経営監督機能

の強化及び向上を図っております。
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会社の支配に関する基本方針

(1) 基本方針の内容

当社は、当社の支配権の移転を伴うような大規模買付行為（下記(3)②aに定義されます。以下同じ

とします。）について、それに応じるか否かは、最終的には株主の皆様に判断を委ねるべきものであ

ると考えております。したがって、大規模買付行為があった場合にも、それが当社の企業価値の向上

又は株主の皆様共同の利益に資するものであれば、何らその行為を否定するものではありません。

しかしながら、当社株式の大規模買付行為の中には、当社が長年に亘り培った企業価値の源泉を理

解することなく、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益を毀損するおそれがあるものも想定され

ます。当社といたしましては、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点に照ら

し、このような大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適

切ではないと考えています。そこで、当社は、特定の者又はグループが当社の議決権の20％以上の議

決権を有する株式（以下「支配株式」といいます。）を取得することで（以下、支配株式の取得を目

指す特定の者又はグループを「買収者等」といいます。）、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益

が毀損されるおそれが存する場合には、買収者等は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

として不適切であるとして、法令等及び当社定款によって許容される限度において当社の企業価値又

は株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを基本方針といたします。

(2) 基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、基本方針の実現に資する特別な取組みとして以下の施策を実施し、当社グループの企業価

値・株主の皆様共同の利益の確保・向上に努めております。

① ３ヵ年中期経営計画

当社グループは、2023年３月期から2025年３月期の新たな中期経営計画を策定しました。本３か

年中期経営計画では、「価値創造の加速」を経営ビジョンとして、4つの基本戦略（①安全・安心の

向上、②国内事業（調味料、機能性）の強化、③海外展開の加速、④新たな事業分野の創出）を軸

に成長戦略を描いていくことを基本方針とし、これらに注力することで、当社グループの企業価値

及び株主の皆様共同の利益の確保・向上に努めています。詳細につきましては、招集ご通知の18頁

の「１．企業集団の現況 (4)対処すべき課題」をご参照ください。

② コーポレート・ガバナンスの強化

当社グループは、ステークホルダーから一層の期待と信頼を獲得するために、健全で透明性の高

い経営を目指し、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の最も重要な課題の一つとして位置付

けています。

当社の取締役会は、社外取締役３名を含む取締役８名、うち、監査等委員である取締役３名で構

成され、同会には子会社を含む重要事項が付議され、審議・決裁しています。この中で、中期・年

次計画に基づく業績の状況について適時報告し議論・検討しています。また、執行役員制度を導入

しており、業務執行に係る責任と権限の明確化、意思決定の迅速化及びコーポレート・ガバナンス

の強化を図るとともに、経営会議を毎月開催して経営環境の変化への迅速な対応・対処方針を決定

しています。監査等委員会は、監査等委員である取締役３名、うち、社外取締役２名で構成され、

監査等委員である取締役は取締役会等に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、会計監査人及

び監査等委員以外の取締役からの報告を受ける等、監査等委員以外の取締役の業務執行について、

厳正な適法性及び妥当性監査を行っています。

以上のように、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置くこと等により、複数の社

外取締役の選任を通じて取締役会の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図

ること、また、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務
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執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図っていま

す。

なお、社外取締役３名について、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判

断し、当社が上場する東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。かかる独立役員に

ついては、取締役会等における業務執行に係る決定の局面等において、一般株主の利益への配慮が

なされるよう、必要な意見を述べる等、一般株主の利益保護のための行動をとることが期待されま

す。更に、当社は、半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を任意に設置し、同委員会にて

取締役候補者の選定及び取締役の報酬について審議・決定することで、取締役の指名及び報酬に対

する監督の強化を図っています。その他、取締役会の実効性に関する分析・評価を年次で実施して

おり、その結果をもとに実効性の改善を図っています。

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組み

当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するため、2021年５月10日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対

応方針（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を継続することを決議し、2021年６月24日開

催の当社第62期定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいております。本プランの概要

は、以下のとおりです。

① 本プランの目的

当社は、買収者等に対して、場合によっては何らかの措置を講ずる必要が生じ得るものと考えま

すが、上場会社である以上、買収者等に対して株式を売却するか否かの判断や、買収者等に対して

会社の経営を委ねることの是非に関する最終的な判断は、基本的には、個々の株主の皆様のご意思

に委ねられるべきものであると考えております。

しかしながら、株主の皆様に適切な判断を行っていただくためには、その前提として、当社固有

の事業特性や当社グループの歴史を十分に踏まえていただいた上で、当社の企業価値とその価値を

生み出している源泉につき適切な把握をしていただくことが必要であると考えます。

そして、買収者等による当社の支配株式の取得が当社の企業価値やその価値の源泉に対してどの

ような影響を及ぼし得るかを把握するためには、買収者等から提供される情報だけでは不十分な場

合も容易に想定され、株主の皆様に適切な判断を行っていただくためには、当社固有の事業特性を

十分に理解している当社取締役会から提供される情報及び当該買収者等による支配株式の取得行為

に対する当社取締役会の評価・意見や、場合によってはそれを受けた当社取締役会による新たな提

案を踏まえていただくことが必要であると考えます。

したがいまして、当社といたしましては、株主の皆様に対して、これらの多角的な情報を分析

し、検討していただくための十分な時間を確保することが非常に重要であると考えております。

以上の見地から、当社は、上記の基本方針を踏まえ、大規模買付行為を行おうとし、又は現に行

っている者（以下「大規模買付者」といいます。）に対して事前に大規模買付行為に関する必要な

情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じ

るべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が、特別委員会（下記②eに定

義されます。以下同じとします。）の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は当

該大規模買付者が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計画等（以下「代替案」といいま

す。）を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を

行うこと等を可能とし、もって基本方針に照らして不適切な者（具体的には、当社取締役会が所定

の手続に従って定める一定の大規模買付者並びにその共同保有者及び特別関係者並びにこれらの者
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が実質的に支配し、これらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が認めた者等

をいいます。）によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組

みの一つとして、2021年５月10日開催の取締役会において、本プランによる買収防衛策の継続を決

定し、2021年６月24日開催の第62期定時株主総会にて、株主の皆様よりご承認いただきました。

② 本プランの内容について

ａ．対抗措置発動の対象となる大規模買付行為の定義

次の(a)ないし(c)のいずれかに該当する行為又はその可能性のある行為（ただし、当社取締役

会が予め承認をした行為を除き、以下「大規模買付行為」と総称します。）がなされ、又はなさ

れようとする場合に、本プランに基づく対抗措置が発動される場合があります。

(a)当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等保有割合が20％以上となる当

該株券等の買付けその他の取得

(b)当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等所有割合とその特別関係者の

株券等所有割合との合計が20％以上となる当該株券等の買付けその他の取得

(c)上記(a)又は(b)に規定される各行為が行われたか否かにかかわらず、当社の特定の株主が、

当社の他の株主（複数の場合を含みます。以下本(c)において同じとします。）との間で行う

行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該

当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一

方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立す

る行為（ただし、当社が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の株主の株券等

保有割合の合計が20％以上となるような場合に限ります。）

ｂ．意向表明書の提出

大規模買付者には、大規模買付行為の開始又は実行に先立ち、別途当社の定める書式により、

本プランに定める手続（以下「大規模買付ルール」といいます。）を遵守することを当社取締役

会に対して誓約する旨の大規模買付者代表者による署名又は記名捺印のなされた書面及び当該署

名又は記名捺印を行った代表者の資格証明書（以下、これらを併せて「意向表明書」といいま

す。）を当社代表取締役社長宛てに提出していただきます。

ｃ．大規模買付者に対する情報提供要求

当社取締役会及び特別委員会が意向表明書を受領した日から５営業日以内に、大規模買付者に

は、当社取締役会に対して、大規模買付情報を提供していただきます。当社取締役会又は特別委

員会が大規模買付情報の提供が完了したと判断した場合には、当社は、適用ある法令等に従って

直ちにその旨を株主の皆様に対して開示します。

ｄ．取締役会評価期間の設定等

当社取締役会は、対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付

けが行われる場合には最長60日間、それ以外の場合には最長90日間を、当社取締役会による評

価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉のための期間（以下「取締役会評価

期間」といいます。）として設定します。大規模買付行為は、本プランに別段の記載なき限り、

取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるべきものとします。

ｅ．特別委員会の設置

当社は、本プランによる買収防衛策の継続にあたり、その発動等に関する当社取締役会の恣意

的判断を排するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、社外取締役（補欠者を含

みます。）及び社外有識者の中から３名以上の委員を選任する特別委員会（以下「特別委員会」

といいます。）を設置します。

ｆ．特別委員会の勧告手続及び当社取締役会による決議
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大規模買付者が大規模買付ルールにつきその重要な点において違反した場合で、当社取締役会

がその是正を書面により当該大規模買付者に対して要求した後５営業日以内に当該違反が是正さ

れない場合には、特別委員会は、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上のため

に対抗措置を発動させないことが必要であることが明白であることその他の特段の事情がある場

合を除き、原則として、当社取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告

します。

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、特別委員会は、原則として、当社取締役会

に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告します。もっとも、大規模買付ルー

ルが遵守されている場合であっても、特別委員会は、当該大規模買付者がいわゆるグリーンメー

ラーである等一定の事情を有していると認められる者であり、かつ、かかる大規模買付行為に対

する対抗措置の発動が相当であると判断する場合には、当社取締役会に対して、かかる大規模買

付行為に対する対抗措置の発動を勧告します。

当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で対抗措置の発動、不発動又は中止そ

の他必要な決議を行うものとします。なお、特別委員会から対抗措置不発動の決議をすべき旨の

勧告がなされた場合であっても、当社取締役会は、かかる特別委員会の勧告を最大限尊重した上

で、当該勧告に従うことにより取締役の善管注意義務に違反するおそれがある等の事情があると

認める場合には、対抗措置を発動するか否かを株主の皆様に問うべく当社株主総会を招集するこ

とができるものとします。

ｇ．対抗措置の具体的内容

当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、原則として、会社法第

277条以下に規定する新株予約権の無償割当てによるものとします。ただし、会社法その他の法

令等及び当社定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には、

当該その他の対抗措置が用いられることもあり得るものとします。

③ 本プランの有効期間並びに継続、及び廃止について

本プランの有効期間は、第62期定時株主総会において本プランによる買収防衛策継続に関する承

認議案が承認可決された時点から当該定時株主総会終了後３年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結時までとします。ただし、当該取

締役会終結時において、現に大規模買付行為を行っている者又は当該行為を企図する者であって特

別委員会において定める者が存在する場合には、当該行われている又は企図されている行為への対

応のために必要な限度で、かかる有効期間は延長されるものとします。

また、かかる有効期間の満了前であっても、(i)当社株主総会において本プランを廃止する旨の

議案が承認された場合、又は(ii)当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場

合、本プランはその時点で廃止されるものとします。よって、本プランは、株主の皆様のご意向に

従い、随時これを廃止させることが可能です。

(4) 上記(3)の取組みについての取締役会の判断及び理由

当社取締役会は、（2）記載の取組み及び（3）記載の本プランは、当社グループの企業価値又は株

主の皆様共同の利益の確保・向上をその目的とするものであり、（1）記載の基本方針に沿うものと考

えます。

また、本プランは、(i)株主、投資家の皆様及び大規模買付者の予見可能性を高めるため、事前の

開示がなされていること、(ⅱ)本プランの存続が株主の皆様の意思に係らしめられていること、及び

(ⅲ)経営者の保身のために本プランが濫用されることを防止するために、特別委員会を設置し、当社

取締役会が対抗措置の発動の是非を判断する場合には、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとし
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ていること等から、当社取締役会は、本プランは当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益を損なう

ものではなく、かつ、当社の取締役の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。
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連結株主資本等変動計算書
(2021年４月１日から2022年３月31日まで)

（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本

合計

2021年４月１日 残高 3,617,642 3,422,856 12,556,861 △1,182,788 18,414,572

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △285,907 △285,907

親会社株主に帰属する

当期純利益
757,216 757,216

自己株式の取得 △203 △203

自己株式の処分 4,568 4,568

株主資本以外の項目の連

結会計年度中の変動額

（純額）

連結会計年度中の

変動額合計
― ― 471,308 4,365 475,674

2022年３月31日 残高 3,617,642 3,422,856 13,028,170 △1,178,423 18,890,246

その他の包括利益累計額

純資産合計
その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

2021年４月１日 残高 970,304 970,304 19,384,876

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △ 285,907

親会社株主に帰属する

当期純利益
757,216

自己株式の取得 △ 203

自己株式の処分 4,568

株主資本以外の項目の連

結会計年度中の変動額

（純額）

△526,108 △526,108 △ 526,108

連結会計年度中の

変動額合計
△526,108 △526,108 △ 50,433

2022年３月31日 残高 444,196 444,196 19,334,442
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

・連結子会社の数 ２社

・連結子会社の名称 マルミフーズ株式会社

ＵＭＩウェルネス株式会社

(2) 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

(3) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ)有価証券

その他有価証券

・市場価格のない株式等

以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

・投資事業有限責任組合

及びそれに類する組合

への出資（金融商品取引

法第２条第２項により有

価証券とみなされるもの）

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最新の決

算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によってお

ります。

(ロ)棚卸資産 主として総平均法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法

により算定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ)有形固定資産 定率法

(リース資産を除く） ただし提出会社の焼津工場の建物、機械及び装置は定額法

1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並

びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に

ついては、定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

・建物及び構築物 10年～31年

・機械装置及び運搬具 ４年～10年

(ロ)無形固定資産

(リース資産を除く）

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法

(ハ)リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
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③ 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上していま

す。

(ロ)賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、期末在籍従業員に対して、支

給対象期間に基づく賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を

計上しています。

(ハ)役員株式給付引当金 株式交付規程に基づく当社の監査等委員でない取締役（社外取

締役を除きます。）への当社株式の給付に備えるため、当連結

会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上してい

ます。

④ 退職給付に係る会計処理の方法

提出会社 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の額に基づき退職給付に係る負債又は

退職給付に係る資産として計上しています。

連結子会社 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退

職給付債務の額に基づき計上しています。

⑤ 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは、調味料、機能食品、水産物及びその他の食品等の製造・販売業務を営んでお

ります。これらの業務においては、顧客との販売契約に基づき、受注した商品及び製品を供給す

る履行義務を負っており、原則として商品及び製品の納入時点において支配が顧客に移転して履

行義務が充足されると判断していることから、当時点において収益を認識しておりますが、国内

の販売については、出荷時から当該商品及び製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常

の期間であるため、出荷時に収益を認識しております。買戻し契約に該当する有償支給取引につ

いては、金融取引として有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を認識するとともに、有

償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について金融負債を認識しております。有償受給

取引については、加工代相当額のみを純額で収益とし、当社に残存する支給品の期末残高につい

ては金融資産を認識しております。
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２．会計方針の変更に関する注記

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」と

いう。) 等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

買戻し契約に該当する有償支給取引については、従来は、有償支給した支給品について棚卸資産の消

滅を認識しておりましたが、当連結会計年度の期首からは金融取引として棚卸資産を引続き認識すると

ともに、有償支給先に残存する支給品の期末残高について金融負債を認識する方法に変更しておりま

す。また、有償受給取引については、従来は有償支給元への売戻時に売上高と売上原価を計上しており

ましたが、当連結会計年度の期首からは加工代相当額のみを純額で収益とし、当社に残存する支給品の

期末残高については金融資産を認識する方法に変更しております。

なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）第

98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は

製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識してお

ります。

この結果、従前の会計処理と比較して当連結会計年度の売上高及び売上原価はそれぞれ81,446千円減

少しております。

また、棚卸資産は2,894千円減少し、流動資産のその他は10,471千円、流動負債のその他は7,577千

円、それぞれ増加しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱い

に従っておりますが、利益剰余金期首残高、当連結会計年度の損益に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」

という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会

計基準」(企業会計基準第10号 2019年７月４日)第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定

会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、連

結計算書類への影響はありません。

３．追加情報

当社の子会社であるマルミフーズ株式会社が行っているOEM加工において、一部取引先との契約の変

更を行い、売上高と売上原価を計上してきた従来の方法から、当該取引先との2021年４月１日以降の取

引は、加工代相当額のみを収益として計上しています。

４．連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 9,447,812千円

(2) 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 4,486千円

土地 185,587千円

計 190,073千円

（注）上記資産は、協同組合焼津加工センターの金融機関からの借入金921,884千円に対して担保に

供しています。
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の 種 類
当連結会計年度

期首の株式数(株)

当連結会計年度

増加株式数(株)

当連結会計年度

減少株式数(株)

当連結会計年度

末の株式数(株)

普 通 株 式 13,056,198 ― ― 13,056,198

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

(イ)2021年５月10日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 166,780千円

・１株当たり配当額 14円

・基準日 2021年３月31日

・効力発生日 2021年６月25日

(注)2021年５月10日開催の取締役会決議による配当金の総額には、監査等委員でない取締役

（社外取締役を除きます。）を対象とする株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に

対する配当金595千円が含まれております。

(ロ)2021年11月５日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 119,127千円

・１株当たり配当額 10円

・基準日 2021年９月30日

・効力発生日 2021年12月２日

(注)2021年11月５日開催の取締役会決議による配当金の総額には、監査等委員でない取締役

（社外取締役を除きます。）を対象とする株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に

対する配当金383千円が含まれております。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

2022年５月９日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 166,777千円

・配当の原資 利益剰余金

・１株当たり配当額 14円

・基準日 2022年３月31日

・効力発生日 2022年６月24日

(注)2022年５月９日開催の取締役会決議による配当金の総額には、監査等委員でない取締役

（社外取締役を除きます。）を対象とする株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に

対する配当金537千円が含まれております。
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６．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針について

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（自己資金又は銀行借入) を調達して

おります。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。

また、運用についてはリスクの高いものは排除し、安全な運用に限定しており投機的な取引は

行わない方針であります。

デリバティブ取引は、基本的に取り扱わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。また、海外

で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、

極力リスク回避するよう努めております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、その他一部投資事業組合出資

金があり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが80日以内の支払期日であります。短期

借入金は主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、ファイナンス・リース取引に係

るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

(イ)信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

提出会社は営業管理規程及び与信限度管理規程に従い、営業債権について各営業部門におけ

る担当者が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理

するとともに、財務状況等の悪化などによる回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連

結子会社についても、提出会社の規程に準じて、同様の管理を行っております。

デリバティブ取引は実施しておりません。

(ロ)市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

提出会社の営業債権債務は、そのほとんどの取引先が日本国内であり、円貨での決済である

ため為替の変動リスクは僅少であります。

また、借入金及びリース債務についての支払金利の変動リスクは、基本的に固定金利である

ため、その変動リスクはほとんどありません。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市

況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

デリバティブ取引は存在しませんが、新規開始の場合は取引権限及び取引限度額等を定めた

管理規程に従い、担当部署が決裁担当の承認を得て行う方針であります。

(ハ)資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

提出会社は、各部署からの報告に基づき、担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新する

とともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理・回避しております。連結子会社に

おいても、資金繰り計画を作成するなど提出会社と同様な管理を行い、流動性リスクを管理し

ております。
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④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。なお、市場価格のない株式等は含まれておりません（（注２）を参照）。

（単位：千円）

連結貸借対照表
計上額（注１）

時価（注１） 差額

投資有価証券（注２）

その他有価証券 1,423,093 1,423,093 ―

（※) デリバティブ取引は該当ありません。

（注１)現金及び預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金は短期間で決済される

ため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（注２)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借

対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：千円）

区 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

非 上 場 株 式 18,162

投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 214,295

非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針

第19号 2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

投資事業有限責任組合については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第31号 2019年７月４日）第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
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(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3

つのレベルに分類しております。

レベル１の時価 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ

れる当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算

定した時価

レベル２の時価 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外

の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット

がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して

おります。

時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品

（単位：千円）

区 分
時 価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券 1,423,093 ― ― 1,423,093

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて算定しております。上場株式は活発な市場で取引されているた

め、その時価をレベル１の時価に分類しております。
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７．収益認識に関する注記

(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

報告セグメント そ の 他

（注）
合 計

調 味 料 機 能 食 品 水 産 物 計

液 体 調 味 料 2,964,323 ― ― 2,964,323 ― 2,964,323

粉 体 調 味 料 3,431,907 ― ― 3,431,907 ― 3,431,907

香 辛 料 32,921 ― ― 32,921 ― 32,921

機 能 性 素 材 ― 2,260,759 ― 2,260,759 ― 2,260,759

機 能 食 品 ― 489,368 ― 489,368 ― 489,368

水 産 物 ― ― 1,909,854 1,909,854 ― 1,909,854

そ の 他 ― ― ― ― 1,029,975 1,029,975

顧客との契約

から生じる収益
6,429,152 2,750,128 1,909,854 11,089,135 1,029,975 12,119,110

その他の収益 ― ― ― ― ― ―

外部顧客への

売 上 高
6,429,152 2,750,128 1,909,854 11,089,135 1,029,975 12,119,110

(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(3)会計方針に関する事項 ⑤

重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

(3)当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

①契約資産及び契約負債の残高等

当社及び連結子会社の契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重大な変動も

発生していないため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足（又は部分的に充足）し

た履行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。

②残存履行義務に配分した取引価格

当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約

期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。ま

た、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,628円26銭

(2) １株当たり当期純利益 63円77銭

(注)当社は、監査等委員でない取締役（社外取締役を除きます。）を対象とする信託を通じた株式報

酬制度を導入し、当該信託が保有する当社株式を連結計算書類において自己株式として計上して

おります。株主資本において自己株式として計上されている当該信託が保有する当社株式は、１

株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております（当連

結会計年度38,384株）。また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において

控除する自己株式に含めております（当連結会計年度39,883株）。

― 17 ―

2022年05月16日 14時17分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



９．重要な後発事象に関する注記

（自己株式の取得）

当社は、2022年５月９日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適

用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。

(1) 自己株式の取得を行う理由

株主還元水準の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するた

め、自己株式の取得を行うものであります。

(2) 取得に係る事項の内容

① 取得対象株式の種類 ： 当社普通株式

② 取得し得る株式の総数 ： 185,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.55％）

③ 株式の取得価額の総額 ： 200百万円（上限）

④ 取得期間 ： 2022年５月10日～2022年６月30日

⑤ 取得の方法 ： 東京証券取引所における市場買付

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

(注) 連結計算書類の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しておりま

す。
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株主資本等変動計算書(2021年４月１日から2022年３月31日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金

資本剰余金

資本準備金
その他資本剰余金 資本剰余金

合計自己株式処分差益

2021年４月１日残高 3,617,642 3,414,133 8,723 3,422,856

事業年度中の変動額

剰余金の配当

固定資産圧縮積立金の取崩

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ―

2022年３月31日残高 3,617,642 3,414,133 8,723 3,422,856

株 主 資 本

利益剰余金

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計固定資産
圧縮積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

2021年４月１日残高 348,182 27,430 8,400,000 3,654,983 12,430,597

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △285,907 △285,907

固定資産圧縮積立金の取崩 △1,444 1,444 ―

当期純利益 749,798 749,798

自己株式の取得

自己株式の処分
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 ― △1,444 ― 465,335 463,890

2022年３月31日残高 348,182 25,986 8,400,000 4,120,318 12,894,487

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

2021年４月１日残高 △1,182,788 18,288,307 967,421 967,421 19,255,729

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △285,907 △285,907

固定資産圧縮積立金の取崩 ― ―

当期純利益 749,798 749,798

自己株式の取得 △203 △203 △203

自己株式の処分 4,568 4,568 4,568
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） △526,181 △526,181 △526,181

事業年度中の変動額合計 4,365 468,256 △526,181 △526,181 △57,925

2022年３月31日残高 △1,178,423 18,756,563 441,240 441,240 19,197,804
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

(イ)子会社株式 移動平均法による原価法

(ロ)その他有価証券

・市場価格のない株式等

以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

・投資事業有限責任組合

及びそれに類する組合

への出資（金融商品取引

法第２条第２項により有

価証券とみなされるもの）

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最新の決

算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によってお

ります。

② 棚卸資産 主として総平均法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法

（リース資産を除く） ただし、焼津工場の建物、機械及び装置は定額法

なお、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除

く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構

築物については定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 15～31年

機械及び装置 10年

② 無形固定資産 定額法

（リース資産を除く） なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法

③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

④ 長期前払費用 期間均等償却

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上していま

す。

② 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、期末在籍従業員に対して、支

給対象期間に基づく、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計

上しています。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の額に基づき退職給付引当金又は前払年金

費用として計上しています。
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④ 役員株式給付引当金 株式交付規程に基づく当社の監査等委員でない取締役（社外取

締役を除きます。）への当社株式の給付に備えるため、当事業

年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

当社は、調味料、機能食品及びその他の食品等の製造・販売業務を営んでおります。これらの業務

においては、顧客との販売契約に基づき、受注した商品及び製品を供給する履行義務を負っており、

原則として商品及び製品の納入時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断して

いることから、当時点において収益を認識しておりますが、国内の販売については、出荷時から当該

商品及び製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時に収益を認識

しております。買戻し契約に該当する有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残存す

る支給品について棚卸資産を認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額に

ついて金融負債を認識しております。有償受給取引については、加工代相当額のみを純額で収益と

し、当社に残存する支給品の期末残高については金融資産を認識しております。

２．会計方針の変更に関する注記

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」と

いう。) 等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

買戻し契約に該当する有償支給取引については、従来は、有償支給した支給品について棚卸資産の消

滅を認識しておりましたが、当事業年度の期首からは金融取引として棚卸資産を引続き認識するととも

に、有償支給先に残存する支給品の期末残高について金融負債を認識する方法に変更しております。ま

た、有償受給取引については、従来は有償支給元への売戻時に売上高と売上原価を計上しておりました

が、当事業年度の期首からは加工代相当額のみを純額で収益とし、当社に残存する支給品の期末残高に

ついては金融資産を認識する方法に変更しております。

なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）第

98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は

製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識してお

ります。

この結果、従前の会計処理と比較して当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ81,446千円減少し

ております。

また、棚卸資産は2,894千円減少し、流動資産のその他は10,471千円、流動負債のその他は7,577千

円、それぞれ増加しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱い

に従っておりますが、利益剰余金期首残高、当事業年度の損益に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」

という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」(企業会計基準第10号 2019年７月４日)第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計

基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、計算書

類への影響はありません。
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３．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 9,240,369千円

(2) 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 4,486千円

土地 185,587千円

計 190,073千円

（注）上記資産は、協同組合焼津加工センターの金融機関からの借入金921,884千円に対して担保に
供しています。

(3) 区分表示されたもの以外の関係会社に対する金銭債権債務

① 短期金銭債権 17,121千円

② 短期金銭債務 1,192千円

４．損益計算書に関する注記

関係会社との取引

売上高 111,243千円

仕入高 59,260千円

販売費及び一般管理費 329千円

営業取引以外の取引高 27,808千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の 種 類 当事業年度期首の株式数(株) 当事業年度増加株式数(株) 当事業年度減少株式数(株) 当事業年度末の株式数(株)

普 通 株 式 1,185,867 210 4,159 1,181,918

(注)１.普通株式の自己株式の増加は単元未満株式の買取りによる210株であります。
２.普通株式の自己株式の減少は、監査等委員でない取締役（社外取締役を除きます。）を対象と

する株式報酬制度に係る信託からの交付4,159株であります。
３.当事業年度末の普通株式の自己株式の株式数には、監査等委員でない取締役（社外取締役を

除きます。）を対象とする株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式38,384株が含まれてお
ります。
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６．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

（繰延税金資産）

賞与引当金 37,853千円

未払事業税 23,465千円

有価証券評価損 16,785千円

減損損失 9,682千円

その他 35,063千円

繰延税金資産小計 122,850千円

評価性引当額 △41,061千円

繰延税金資産合計 81,788千円

（繰延税金負債）

固定資産圧縮積立金 11,356千円

前払年金費用 70,321千円

その他有価証券評価差額金 192,361千円

繰延税金負債計 274,039千円

繰延税金負債の純額 192,251千円

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率

(調整)

30.36％

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.15％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.21％

住民税均等割 1.53％

評価性引当額の増減 △0.41％

その他 △0.10％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.32％

７．関連当事者との取引に関する注記

子会社等

属性 会社等の名称
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容

議決権等
の所有

(被所有者)
割合
(％)

関係内容

取引内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社
マルミフー
ズ株式会社

100
水産物の加
工・販売

直接
100

兼任
１名

当社商
品の仕
入先

受取
賃貸料

25,452
その他

(流動負債)
2,366

受取利息 2,356
その他

(流動負債)
686

資金の
貸付

400,000
関係会社
短期貸付金

100,000

資金の
回収

380,000
関係会社

長期貸付金
120,000

(注) 取引条件ないし取引条件の決定方針等
１. 受取賃貸料については、第三者取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
２. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しています。
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８．収益認識に関する注記

（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）

連結注記表と同一であります。

９．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,616円75銭

(2) １株当たり当期純利益 63円15銭

(注)当社は、監査等委員でない取締役（社外取締役を除きます。）を対象とする信託を通じた株式報

酬制度を導入し、当該信託が保有する当社株式を計算書類において自己株式として計上しており

ます。株主資本において自己株式として計上されている当該信託が保有する当社株式は、１株当

たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております（当事業年

度38,384株）。また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する

自己株式に含めております（当事業年度39,883株）。

10．重要な後発事象に関する注記

（自己株式の取得）

当社は、2022年５月９日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適

用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。

(1) 自己株式の取得を行う理由

株主還元水準の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するた

め、自己株式の取得を行うものであります。

(2) 取得に係る事項の内容

① 取得対象株式の種類 ： 当社普通株式

② 取得し得る株式の総数 ： 185,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.55％）

③ 株式の取得価額の総額 ： 200百万円（上限）

④ 取得期間 ： 2022年５月10日～2022年６月30日

⑤ 取得の方法 ： 東京証券取引所における市場買付

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

(注) 計算書類の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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